
元日臨技発第 356号

令和年 11月 8日

都道府県臨床 (衛生)検 査技師会

会長 各 位

一般社団法人 日 本臨床衛生

会長代行

代表理事副会長 横 J

放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び

眼の水品体の被ば くに係 る放射線障害防止対策の再周知について (通知)

謹啓 貴会には、ますますご盛栄のこととお慶び申しあげます。

平素は、当会の事業活動にご支援、ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。

今般、「放射線業務従事者等に対す る繰量測定等の徹底及び眼の水晶体の被ば

くに係 る放射線障害防止対策の再周知について」(令和元年 11月1日付け基安発

1101号第1号厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)が発出され、関係事業者

に対 して、放射線障害防止の基本原則に則つた法令の遵守の徹底について周知

された旨、令和元年 11月6日厚生労働省医政局計画課 より事務連絡があったの

で、貴所属会員に対 して周知 くださるようお願いいた します。

謹自

〒143-0016 東京都大田区大森北4-10-7

TEL 03-3768-4722  FAX 03-3768'6722

Mail tamttiant,041p

専務理事 深 澤恵治 事 務局 篠 崎隆男



事 務 連 絡

令 和 元 年 1 1 月6 日

一般社団法人 日 本臨床衛生検査技師会 御 中

厚生労働省医政局地域医療計画課

放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び

眼の水品体の被ばくに係る放射線障害防止対策の再周知について

標記について、別添のとおり、各都道府県、保健所設置市及び特別区衛生主管

部 (局)長 あて通知しま
｀
したので、その内容について御了知いただくとともに、

貴管下の関係者へ周知いただきますようお願いいたします。
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医政地発 1 1 0 6第 1号

令 和 元 年 1 1 月 6 日

衛生主管部 (局)長  殿

厚生労働省医政局地域医療計lSl課長

(  公   印   省   略   )

放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び

眼の水品体の被ばくに係る放射凝障害防止対策の再周知について

今般、「放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び放射線業務におけ

る眼の水鳥体の被ばくに係る放射凝障害防止対策の再周知について」(令和元年

11月 1日付け基安発 110攻第 1号厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)が 発

出され、関係事業者に対し、放射繰障害防止の基本原則に則つた法令の道守の徹

底について周知が図られたところです。貴職におかれましては、当該通知の内容

を御了知いただくとともに、黄管下医療機関に対し、外部被ばく線量及び内部被

ばく線量の測定に関する医療法関係法令の遵守の徹底について引き続き指導い

ただき、また、特に下記の事項について、周知徹底していただきますようお願い

申し上げます。また、医療法 (昭和 23年法律第 205号)第 25条第 1項の規定に

基づく立入検査の実施に当たつても、医療法関係法令の遵守が徹底されているか

ご確認いただきますようお願い申し上げます。

なお、本通知は、地方自治法 (昭和 22年法律第67号)第 245条の4第 1項に

規定する技術的助言であることを申し添えます。

記

1 現 在実施している外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量の測定

について、医療法施行規則 (昭和 23年厚生省令第 50号)第 30条の 18第 】項

に規定する放射線診療従事者等に対して適切に実施しているか確認すること。

2 現 在実施している外部被ばくによる線量の測定について、医療法施行規則第

30条の 18第 2項第2号 に基づき、放射線測定器を適切な位置に装着して実施

しているか確認すること。



参考資料

基安発1101第1号

令和元年11月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局

安 全 衛 生 部 長

(公 印  省  略 )

放射線業務従事者等に剤する線量測定等の徹底及び

眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策の再周知について

放射線障害防止対策の徹底については、 「放射線業務におけるH度の水品体の被ばく

に係る放射線障害防止対策について」 (平成29年4月 18日付け基安発0418第3号厚生

労働省労働基準局安全衛生部長通知。以 ド「平成29年安全衛生部長通知」という。)

において、放射線測定器を適切な位置で装着した Lで、被ばく低減対策に取り組むよ

う求めてきたところである。

また、令和元年9月 24日には、眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会

(以下 「検討会」という。)に 係る報告書が取りまとめられたので、今後は、電離放

射線障害防止規則 (昭和47年労働省令第41号。以下 「電離則」という。)に ついて限

の水品体の等価線量限度などの改正を予定しており、一層の放射繰障害防止対策を図

る必要がある。

このような中で、電離則第 8条第 1項において、事業者は、放射線業務従事者、緊

急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の線量を測定しな

ければならないと規定されている被ばくによる線量の測定について、その道守の徹底

を図つてきたが、今般、検討会において現行法令上不均等被ばくの場合には、2つ以

上の放射凝測定器の装着等を求めているところ、通切な線量測定が実施されていない

事例が散見されることが報告された。 (別添参照)

責職におかれては、禄量測定についてこのような事案があることを了知の_Lで、事

業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするよう努めなければ

ならないとする、放射線障害防止の基本原則に卿1り、関係事業者に対して法令の道守

の徹底について引き続き指導するとともに、これらの事案等を踏まえ、下記の事項に

ついて周知徹底を図られたい。



記

1 現 在実施している外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量の測定につ

いて、電離則第8条第 1項に基づき適切な対象者に対して実施しているか確認する

こと。

2 現 在実施している外部被ばくによる線量の測定について、電離則第8条第 3項に

基づき放射線測定器を適切な位置に装着しているか確認すること。

3 「 リーフレット「医療保健業に従事する皆さまへ～被ばく線量の見える化のため

に～」の周知について」」 (平成31年2月 14日付け厚生労働省労働基準局安全衛生
・t部労働衛生課電離放射線労働者健康対策室事務連絡)に 示したとおり、電離則に基

づく対策の遵守徹底及び放射線測定器の適切な装着等の被ばく低減対策について、

周知、指導を行うとともに、平成29年安全衛生部長通知に示したとおり、放射線業

務を現在行つている事業場においては、放射線防護の基本原則である「遮蔽をする。

放射線源から距B~tを取る。作業時間を短くする。」に則り、作業方法及び手順の再

確認を行い、必要に応じて、作業方法の見直し、被ばく低減対策等を検討すること。

また、労働者から放射線被ばくによる日展の水晶体に係る健康不安の申出があつた場

合には、産業医の面接、産業保健総合支援センター、放射線による健康影響の専門

家などを活用し、労使間で話し合って対応を検討すること。
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(別添)


